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「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案」を閣議決定 

～ 安全・環境に配慮した船舶リサイクル制度を創設します ～ 

 

国際ルールの下で、安全・環境に配慮した船舶の解体を確保するため、適正な船舶リサイ

クル制度を構築する「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案」が、本日閣議決定

されました。 

 

Ⅰ．背景 

船舶の解体は、労働コストなどの観点から、主に開発途上国で実施されていますが、これ

らの国での労働災害や環境汚染が国際問題化したことを踏まえ、2009 年に、国際海事機関

（IMO）の下で、安全・環境に配慮した船舶の再資源化のための国際ルールを定める「2009

年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港条約（船舶再資源化香港条約（シ

ップ・リサイクル条約））」が採択されています。 
 

Ⅱ．概要 
 

本法律案は、シップ・リサイクル条約に基づく国際的な船舶リサイクル制度を国内で具

体化するものです。 
 
（１）有害物質一覧表の作成 

特定船舶（※）でEEZ外を航行する船舶の所有者に対し、当該船舶に含まれる有害物

質の使用場所、使用量等を記した有害物質一覧表の作成及び国土交通大臣の確認を受け

なければならないものとします。 

※特定船舶：総トン数500トン（長さ約40m）以上の船舶 
 
（２）再資源化解体業者の許可 

特定船舶の再資源化解体（リサイクル）を行おうとする者に対し、施設ごとに、主務

大臣（国土交通大臣、厚生労働大臣及び環境大臣）の許可（５年ごとの更新制）を取得

しなければならないものとします。 
 
（３）特定船舶の再資源化解体の目的での譲受等・譲渡等の手続き 

① 再資源化解体業者がリサイクルの目的で特定船舶の譲受等を行おうとするときは、再

資源化解体業者に対し、再資源化解体計画の作成及び主務大臣の承認を受けなければ

ならないものとします。 

② 船舶所有者がリサイクルの目的で特定船舶の譲渡等を行おうとするときは、当該船舶

所有者に対し、当該譲渡等について国土交通大臣の承認を受けなければならないもの

とします。 
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